
尾鷲警察署協議会議事録

令和７年度第１回尾鷲警察署協議会

令和７年６月23日（月）午後２時～午後３時30分日 時
尾鷲警察署別棟１階多目的ホール場 所

１ 警察署協議会委員 ５名
加藤雄也委員、世古克人委員、田中千代委員、
前川あかね委員、森徹也委員出 席 者

２ 警察署 ７名
署長、副署長、会計課長、生活安全課長、地域課長、
刑事課長、交通課長

なし傍聴者数

公開公開・非公開の別

議 事 概 要

１ 委嘱状交付式
２ 警察署長挨拶
３ 警察署協議会委員、警察署幹部自己紹介
４ 警察署協議会会長、副会長の選出

警察署協議会委員の互選により、会長に前川委員を選出した。会長が
世古委員を副会長に指名した。

５ 警察署協議会会長、副会長挨拶
６ 管内概況説明（警察署長）

⑴ 管内概要
⑵ 刑法犯認知・検挙状況
⑶ 特殊詐欺の認知状況
⑷ 交通事故の発生状況
⑸ 管内における大規模行事

７ 交通安全への取組について（交通課長）
８ 特殊詐欺被害防止への取組について（生活安全課長）
９ 協議内容

⑴ 管内概要について
＜委員＞ 統廃合となった三野瀬駐在所管内の事案対応やパトロール

は、誰が担当しているのか。
【署長】 紀伊長島幹部交番の管轄となり、パトロールや事案対応に

当たっている。
⑵ 刑法犯認知件数について

＜委員＞ 非侵入窃盗のうち、職場ねらいとはどのようなものか。
【署長】 外部からの侵入ではなく、職場内部の者によって敢行され

る手口をいう。
⑶ 特殊詐欺被害防止について

＜委員＞ 詐欺の電話があった際の防災無線による住民への広報が、
抑止対策として効果的である。

【生活安全課長】 尾鷲市や紀北町と連携し、引き続き防災無線で広
報を実施していく。
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